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【変更点】 

今回の申請から申請方法及び申請書類が大幅に変更となっております。申請手続

きについてお間違いのないようご注意願います。 

 

○主な変更点 

・郵送での提出を、全てシステムにアップロードする提出方法に変更 

・使用印鑑届の廃止 

・総合評定通知書の提出不要 

・結果通知書の個別郵送を廃止（盛岡市） 

 … 

その他、手引きⅤ「提出書類」をご確認ください。 
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はじめに 

 

盛岡広域８市町（盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町）では、

競争入札参加資格審査申請の受付窓口を一本化し、電子申請による受付（共同受付）を令和２年２

月から実施しています。 

申請にあたっては、本手引きと、認定要件に係る各市町別手引き（別途掲載）をご確認いただき、

遺漏のないよう手続きをお願いします。 

 

【本手引きの概要】 

 

Ⅰ「盛岡広域市町競争入札参加資格審査申請 共通編」では 

受付期間、申請書類の送付先や注意点、問い合わせ先等の盛岡広域市町共通事項を記載して

います。 

 

Ⅱ「申請にあたって」では 

  盛岡広域市町競争入札参加資格申請受付システムを利用する際の推奨仕様、受付システム

稼働期間等を記載しています。 

 

Ⅲ「システム入力の注意事項」では 

受付システム登録を含め、申請にあたっての注意事項を記載していますので、ご一読くださ

い。 

 

Ⅳ「システム入力について」では 

  受付システムの起動から、ユーザ登録（初めての方のみ）、ログイン、入力方法、入力内容

等を記載しています。 

 

Ⅴ「提出書類」では 

  申請書類の内容と様式記載例を記載しています。 

 

 

 

【各市町の建設工事請負契約競争入札参加資格を申請する方へ】（別紙） 

  盛岡広域各市町の認定要件、受付する工種を記載しています。  
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Ⅰ 盛岡広域市町競争入札参加資格審査申請 共通編 

 

1.1 申請を受付する市町（企業部局）について 

  盛岡市（盛岡市上下水道局）、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町（岩手町水道事業

所）、紫波町、矢巾町（矢巾町上下水道課） 計８市町 

※盛岡市、岩手町、矢巾町においては、括弧内の企業部局の申請を兼ねています。 

 

1.2 対象者 

令和８・９年度において、盛岡広域８市町が発注する物品の買入れ等・建設工事・建設関連業

務委託の競争入札へ参加を希望する全ての方が対象です。ただし、申請時点で営業停止中の場

合、申請できません。 

※物品の買入れ等/建設工事/建設関連業務委託の各区分による申請が必要です。 

 

1.3 申請受付期間 

令和７年10月１日（水）から令和７年10月31日（金）まで（土、日、祝日を除く。） 

※申請書類の提出期限は、令和７年10月31日（金）厳守でお願いします。 

※申請期限を過ぎた申請は一切受け付けませんのでご注意ください。 

 

1.4 資格の有効期間 

申請により、資格者として認定された場合の資格の有効期間は、令和８年４月１日から令和

10年３月31日までです。 
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1.5 資格審査申請方法 

資格審査申請は、下記の手順１～４により、盛岡広域市町競争入札参加資格申請受付システム

（以下「受付システム」という。）に必要事項を入力し、必要な書類をアップロードして受付シ

ステム上で「提出」を実行します。 

受付システムによる申請ができない方は、申請手続きを行政書士へ依頼することをご検討く

ださい。 

 

手順１ 
申請市町ホームページから、申請様式をダウンロードする。 

Ⅴ「提出書類」に基づき、必要書類の取得や申請書類の作成・押印をする。 

※様式は、広域市町共通様式となっています。複数市町に申請する方は、いず

れかの申請市町ホームページから様式をダウンロードしてください。 

※必ずダウンロードして、最新の様式（R8・9年度定期申請用）で作成してくだ

さい。旧様式では受付できません。 

 

手順２ 受付システムにログイン後、システムに必要な項目を入力する。 

 

 

 

手順３ 必要な書類の電子データを受付システムにアップロードする。 

※今回の申請から、郵送での書類提出が不要となり、必要書類については全て

電子ファイルで添付となりますので、ご注意ください。 

 

手順４ 受付システムで「提出」を実行する。 

   

 ※「申請書提出（確認）」では提出は完了しません。必ず「提出」ボタンを押し、提出が

完了したことを「登録完了後の処理」及び「申請内容の確認」で確認してください。 
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1.6 資格審査結果の通知 

資格審査結果の通知方法及び時期等については、申請先市町により異なりますので、詳しく

は、各市町の「建設工事請負契約競争入札参加資格申請をする方へ」（別紙）をご確認くださ

い。 

 

1.7 問い合わせ先 

(1) 盛岡広域市町共通申請共通手引きの内容に関すること。 

    盛岡市契約検査課 

電子メール：keiyaku@city.morioka.iwate.jp 

 

 

 

 

(2) 受付システムの操作方法に関すること 

盛岡広域入札参加資格受付センターヘルプデスク 

電話：0120-252-117（土日祝日を除く午前９時～正午、午後１時～午後５時 30分） 

電子メール：cydeen-uketuke.help.ek@hitachi-systems.com 

※土日祝日を除き 24 時間受け付けますが、回答まで時間を要する場合があります。 

※開設期間 令和７年９月 24日（水）～令和７年 11月７日（金） 

       開設期間以外の問合せは、各申請先市町にお願いします。 

 

  (3) 資格要件、格付、申請書類などの申請先市町による特記事項に関すること 

    「建設工事請負契約競争入札参加資格を申請する方へ」（別紙）もご確認のうえ、ご不明

な点は、各申請先市町の担当課連絡先に直接お問い合わせください。 

 

申請先市町の担当課・連絡先 

市町名 担当課 連絡先 

盛岡市 契約検査課 019-626-7516（課直通） 

八幡平市 総務課 0195-74-2111（内線 1242·1243） 

滝沢市 財務課 019-656-6568（課直通） 

雫石町 総務課 019-692-6489（課直通） 

葛巻町 総務課 0195-65-8982（課直通） 

岩手町 総務課 0195-62-2111（内線 206·207） 

紫波町 総務課 019-672-2111（内線 2344） 

矢巾町 総務課 019-611-2705（課直通） 

※各市町の担当課では、システム操作に関する問い合わせには対応しておりません。 

※ID・パスワード・受付番号が不明な方は、「4.4 ユーザID、パスワード、受付番号

を忘れた場合」の手順に従って手続きをお願いします。  

※原則メールでお問い合わせください。 
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Ⅱ 申請にあたって 

 

2.1 申請の方法 

インターネットを利用し、「盛岡広域市町競争入札参加資格申請受付システム（受付システム）」

から電子申請を行います。 

この申請では、電子入札で使用されるＩＣカード、カードリーダーは必要ありません。 

 

システムを利用するための機器等 

インターネットを利用し申請していただくため、パソコン・ネットワーク環境等を準備していた

だく必要があります。以下は推奨仕様です。 

パソコン【推奨仕様】 

○Windows１１の場合 

ＣＰＵ ：intel Core iシリーズ １ＧＨｚ同等以上 

メモリ ：４ＧＢ以上 

ブラウザ【推奨仕様】 
Google Chrome（グーグル・クローム） 

Microsoft Edge（マイクロソフト・エッジ） 

インターネット接続回線 

（インターネットプロバイダへの加入） 

専用回線 ：１２８ｋｂｐｓ～ 

光ファイバ回線 ：１０Ｍｂｐｓ～ 

プリンタ Ａ４サイズの用紙に印刷できること。 

スキャナ Ａ４サイズの用紙の読み取りができること。 

 

2.2 受付システム稼働期間 

  受付システムは、令和７年９月 26日（金）午前９時以降に盛岡広域各市町のホームページか

らリンク可能となります。事前に入力いただいて構いませんが、実際の受付期間は次のとおりで

す。受付期間前の申請は「不受理」となりますので、誤って、受付期間前に「提出」しないよう

ご注意ください。 

 

受付期間：令和７年 10月１日（水）～令和７年 10月 31日（金）（土・日・祝日は除く。） 

受付システム稼働時間：午前８時 30分 ～ 午後９時 00分 

 

2.3 システム受理メール 

  受付の状況については、次のメールが申請時に登録いただいた申請担当者メールアドレスに

送信されます。 

 (1) 申請登録完了通知メール：システムの登録が完了した際に送信されます。 

 (2) 申請受理通知メール：盛岡市における本審査終了後に送信されます。 

   ※システム入力事項及び申請書類に不備があった際は、不備内容を明記したメールを送信

しますので、内容を確認の上、メールに記載する期限内での是正をお願いします。 

※不備内容に関するお問い合わせは、メールに記載の連絡先へお願いします。 
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Ⅲ システム入力の注意事項 

 

3.1 申請について 

(1) 申請内容に虚偽の事項を記載し入札参加資格の認定を受けた者は、その資格を取り消しま

す。 

(2) 申請は、法人（個人）単位です。受任者（営業所・支店・部署等）単位での申請は受け付け

ません。受任者と事前に調整を行い、二重申請とならないように注意してください。 

(3) 入札、契約等の権限を営業所、支店等に委任する場合は、26頁の「営業所情報」で受任者

となる営業所、支店等を登録した上で、39 頁の「個別情報登録（工事）」において、委任す

る営業所、支店等の状況を登録してください。併せて、委任状（様式第２号）の作成をお願い

します。委任先営業所の情報が未入力の場合、委任状を提出していた場合でも、委任情報が

認定されないので、ご注意ください。 

【留意事項】 

※この申請における営業所、支店等への「委任」とは、代表者から営業所等に入札、契約等の

権限を委任することをいいます。単に入札書の提出を行う営業担当者等のことではありませ

ん。 

(4) 工種の申請にあたり、選択数の制限はありません。申請先市町により認定要件が異なりま

すので、詳しくは各市町の別紙「建設工事請負契約競争入札参加資格を申請する方へ」をご確

認ください。 

 

3.2 システム登録後の修正について 

受付システムの登録後は、審査における明らかな不備を除き、修正できませんので、入力内容

を十分に確認の上、提出してください。 

 

3.3 外字等について 

システムで使用できる漢字は、JIS 第 1 水準、第 2 水準文字です。外字、機種依存文字等は、

カタカナに置き換えた上で入力し、（外字）と補記をお願いします。また、ローマ数字の場合

は、算用数字を使用し、（）書きで補記をお願いします。 

【記載例】 髙橋 → タカ（外字）橋 

      辻󠄀  → ツジ（外字） 

      山﨑 → 山ザキ（外字） 

      瀨川 → セ（外字）川 

      𠮷田 → ヨシ（外字）田 

マンションⅠ → マンション１（ローマ数字の１） 

 ※提出書類は、登記簿等にならって外字等を使って作成してください。 
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3.4 必須の入力項目について 

必須項目は以下のマークのある項目です。登録ボタン押下後、エラーが出る場合には入力内容

を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 金額の入力について 

金額の入力は千円単位となっていますので、千円未満「切り捨て」で入力してください。 

なお、カンマ「，」は入力しないでください。 

 

3.6 添付ファイルについて 

添付可能なファイルは、PDF形式となります。その他の形式はシステムにアップロードできま

せんので、ご注意ください。 

 

3.7 一時保存について 

申請の途中で中断する場合は、「申請登録画面」の「登録」ボタンをクリックしてからシステ

ムを終了してください（37 頁）。必須項目が入力出来ていない等の理由により、「申請登録画

面」の「登録」ボタンをクリックした際にエラーメッセージが表示される場合は、「申請登録画

面」の「一時保存」ボタンをクリックしてください。一時保存した申請を再開するには、「メイ

ンページ画面」の「新規申請」リンクから「申請登録画面」を開き、「一時ファイル読込」ボタ

ンをクリックして一時保存ファイルを読み込んでください（18頁）。 

 

3.8 ログアウトについて 

  システム終了の際、画面を閉じる「×」ボタンではなく、忘れずに「ログアウト」ボタンをク

リックして終了してください。※正常にログアウトされていない場合、ログイン状態が継続す

るため、次回のログインができない場合があります。 

 

  

利用終了後は、「ログアウト」を
クリックして終了してください。 

新規申請登録（建設工事） 

 マークは必須項目を表します。 
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Ⅳ システム入力について 

 

4.1 競争入札参加資格申請受付システムの起動 

「盛岡広域市町競争入札参加資格申請受付システム」を起動します。 

 

 

 

 

(1) 当該システムを初めて利用する場合 

  画面右側の「ユーザ登録」ボタンをクリックしてください。 

  ⇒9頁「4.2 ユーザ登録」に進んでください。 

 

※本システムを初めてご利用になる場合は、ユーザ登録が必要となります。 

既にほかの種別(物品・役務、建設コンサル)でユーザ登録をしている場合でも、建設工事で  

初めて申請される方は、別途ユーザ登録が必要となります。 

 

(2) 
当該システムによる申請を希望する種別においてユーザ登録を行ったことがある場合

 

  画面左側の「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

   ⇒11頁「4.3 ログイン」に進んでください。 

※ID・パスワード・受付番号が不明な方は、「4.4 ユーザ ID、パスワード、受付番号を忘

れた場合」の手順に従って手続きをお願いします。 

 

  

（1）初めて利用する場合 

（2）ユーザ登録済の方が、申請（登
録・修正・確認）を行う場合 
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4.2 ユーザ登録 

申請者情報の登録（ユーザ登録）を行います。 

ユーザ情報を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。メッセージ画面が現れますの

で、続けて「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ユーザ情報の入力 

入力項目名称 入力条件等 

業者種別 「建設工事」を選択してください。 

商号または名称 登記上の商号または名称を入力してください。 

ユーザID 

申請者の任意のユーザIDを半角英数字で入力してください。 

入力文字数は、20文字以内です。ユーザIDは、申請者が記憶しやすく第三

者が推測しにくい文字列で入力してください。 

※ユーザIDは一度登録すると変更できません。忘れないように管理をお願

いします。 

申請担当者メー

ルアドレス 

受信可能なメールアドレスを入力してください。 

※こちらのアドレス宛に「初期パスワード」、「受付番号」のメールが届き

ます。 

※システムから送信されるメールを受信できない場合があるため、Gmail

は使用しないでください。 

 

  

 マークは必須項目を表します。 

①ユーザ情報の入力 

②「登録」をクリック 

③「ＯＫ」をクリック 
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ユーザ登録完了のメッセージが表示されます。確認後、「戻る」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

「申請担当者メールアドレス」欄に登録されたメールアドレスに「受付番号」及び「初期パ

スワード」を記載したメールが送信されますのでご確認ください。 

 

 

  

⑥メール画面で 
「受付番号」「初期パスワード」 
を確認します。 

④登録が完了したことを確認します。 

⑤「戻る」をクリック 
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4.3 ログイン 

(1)登録したユーザ情報からログイン（申請画面への接続）を行います。 

ユーザ情報を入力後、「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

 

※ID・パスワード・受付番号が不明な方は、「4.4 ユーザ ID、パスワード、受付番号を忘れ

た場合」の手順に従って手続きをお願いします。 

 

 

※入力誤りがある場合には、エラーメッセージが表示されますので、そのメッセージに従い入力

内容を修正のうえ、再度「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

 

入力項目名称 入力条件等 

受付番号 

申請担当者メールアドレスに届いたメールに記載の「受付番号」を入力し

てください。以前登録したことがある場合は、前回の受付番号を入力して

ください。 

ユーザID 「4.2 ユーザ登録」で入力したユーザ IDを入力してください。 

パスワード 

申請担当者メールアドレスに届いたメールに記載の「初期パスワード」を

入力してください。 

※２回目以降は設定したパスワードを入力してください。 

 

(2) ログイン後、初回ログイン時は、次の「パスワード更新」画面が開きます。 

⇒２回目以降は、15頁「4.5 申請受付システムメインページ」が開きます。 

  

①ユーザ情報の入力 

②「ログイン」をクリック 
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ID・パスワードの管理について（お願い） 

設定したユーザ ID、パスワードについては、次回以降の申請時も使用するので、紛失・外部

流出しないよう取り扱いには十分ご注意ください。 

ID・パスワード・受付番号を忘れた際は、「4.4 ユーザ ID、パスワード、受付番号を忘れ

た場合」の手順に従って手続きをお願いします。 

 

※パスワード更新（初回ログイン時のみ表示） 

初期パスワードのままでは申請受付システムを利用することができません。 

新パスワードを入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

新パスワード 

申請者の任意のパスワードを半角英数字で入力してください。 

パスワードは、申請者が記憶しやすく第三者が推測しにくい文字列にて入

力してください。 

・英大文字・英小文字・数字・記号の入力が必ず必要です。 

・過去２回と同じパスワードは使用できません。 

・同じ文字を３回以上継続して入力できません。 

・入力文字数は、８文字以上100文字以内です。 

・記号には「!"#$%&'()*+、-./:;<=>?@[\]^_`{|}~」が使用可能です。 

新パスワード（確

認） 
入力した新パスワードを繰り返します。 

 

「登録」ボタンをクリックすると、登録完了のメッセージが表示されます。 

確認後、「戻る」ボタンをクリックしてください。15頁の「4.5 申請受付システムメインペー

ジ」に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新パスワードの入力 

②「登録」をクリック 

③登録が完了したことを確認します。 

④「戻る」をクリック 
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4.4 ユーザ ID、パスワード、受付番号を忘れた場合 

(1) ログイン画面の「ユーザ ID、パスワードを忘れた場合はこちら」ボタンをクリックしま

す。 

※受付番号が不明な方は、(6)にお進みください。 

 

 

(2) ユーザ ID確認/パスワード再設定要求画面が表示されますので、「内容」を選択し、「受付

番号」と「申請担当者メールアドレス」を入力の上、「登録」ボタンをクリックします。 

「申請担当者メールアドレス」は、前回申請時に登録したメールアドレスを入力します。 

新規にユーザ登録を行った場合は、ユーザ登録時に登録したメールアドレスを入力します。

担当者メールアドレスが不明な方は、(6)にお進みください。 

 

  

②「登録」をクリック 

①内容、受付番号、申請担当者 
メールアドレスを入力 
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(3) 登録完了のメッセージが表示され、入力したメールアドレス宛に「パスワード再設定通

知」のメールが送付されるので、「戻る」ボタンをクリックして、ログイン画面に戻ります。 

 

 

(4) パスワードを忘れた場合、メールに記載されているパスワード再設定用の URLにアクセス

します。画面に表示されているパスワードポリシーに従って、「新パスワード、新パスワード

（確認）」を入力し、「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

(5) 登録完了のメッセージが表示されるので、「ログイン画面」ボタンをクリックして、ログイ

ン画面に戻ります。再設定したパスワードを使用してログインしてください。 

 

(6) 受付番号、申請担当者メールアドレスも含めて不明な場合は、盛岡市契約検査課へメール本

文に以下の内容を記載し、お問い合わせください。 

・申請を希望する区分（物品の買入れ等／建設工事／建設関連業務委託） 

・受付番号、商号または名称 

・連絡先電話番号 

・どの項目が不明か（ID・パスワード・受付番号） 

以下の内容がメールで通知されます。 

・ユーザ ID 

・パスワード再設定用の URL（パスワードを忘れた場合） 

②「登録」をクリック 

①パスワードを入力 

盛岡市契約検査課：

keiyaku@city.morioka.iwate.jp 
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4.5 申請受付システムメインページ 

 

  

 

［申請受付システムメインページの構成］ 

 

(1) 新規申請 

当該システムによる入札参加資格申請を初めて行う方や、過去の申請において認定を受けて

いなかった方は、「新規申請」ボタンをクリックしてください。 

   ⇒17頁「4.5.1 新規申請」に進んでください。 

 

(2) 申請内容確認 

  登録した申請内容を確認する場合、又は現在の処理状況（「入力中」、「審査中」等）を確認

する場合、「申請内容確認」ボタンをクリックしてください。 

   ⇒46頁「4.5.2 申請内容確認」に進んでください。 

 

(3) 継続申請 

  当該システムによる令和６・７年度申請を行い、認定を受けている方は、「継続申請」ボタ

ンをクリックしてください。   

⇒49頁「4.5.3 継続申請」に進んでください。 

  

申請年度は「令和８・９年度」 
を選択 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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(4) 申請書修正 

  登録した内容を修正する場合、「申請書修正」ボタンをクリックしてください。 

   ⇒51頁「4.5.4 申請書修正」に進んでください。 

  ※処理状況が「（一次）審査中」「受理」の場合、申請者が修正を行うことができません。 

 

(5) 変更申請 

今回、こちらのボタンは使用しません。 

  ※記載事項の変更（例：代表者の変更等）が生じたときは、従来どおり申請先市町に書面で

変更届を提出する必要があります。当該システムによる変更内容の提出はできませんので、

ご注意ください。 

 

(6) パスワード更新 

  ログイン時のパスワードを変更する場合、「パスワード更新」ボタンをクリックしてくださ

い。 

   ⇒52頁「4.5.6 パスワード更新」に進んでください。 

  ※パスワードが外部に漏れる危険性のある場合など、変更の必要が生じた場合に行ってくだ

さい。
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4.5.1 新規申請 

 

申請受付システムメインページの「新規申請」ボタンをクリックします。 

 

 

新規申請画面が表示されます。 

 

 

 

・ログアウト方法 

利用終了時は、申請画面右上の「ログアウト」ボタンをクリックし、ログアウトを忘れずに行

ってください。※正常にログアウトされていない場合、ログイン状態が継続するため、次回のロ

グインができない場合があります。 

 

 

①申請年度は「令和８・９年度」 
を選択 

 

②「新規申請」をクリック 

利用終了後は、「ログアウト」を
クリックして終了してください。 

新規申請登録（建設工事） 
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・入力内容の一時保存方法 

 申請の途中で中断する場合は、「一時ファイル保存」ボタンをクリックして、任意の場所に保

存してください。ファイル形式は「JSON（ジェイソン）」、拡張子は「.json」です。 

※一定時間（60分）を経過するとセキュリティの関係上、自動的にログアウトとなりますの

で、定期的に入力内容の保存をお願いします。 

※入力内容を登録し、再度内容を編集する場合には、「4.5.4 申請書修正」の手順に従い入力

内容の更新を行ってください。 

 

 

 

・一時保存した入力内容の読込 

 

①画面下欄の 
「一時ファイル保存」 
ボタンをクリック 
 
ファイル名を 
「一時保存.json」から 
分かりやすい名称に変
更した後、デスクトッ
プ等の任意の場所に保
存してください。 

①画面下欄の 
「一時ファイル読込」ボタンを
クリック 

②保存した”json ファイル”を選
択し、「開く」ボタンをクリッ
ク 
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・申請情報～申請者情報（基本情報） 

 

申請情報及び申請者情報（基本情報）を入力します。 

 

申請情報 

 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

申請年度 「令和８・９年度」となっていることを確認してください。 

登録種別 

【単独業者】単独で申請の方。 

【経常ＪＶ】滝沢市に入札参加資格審査申請時に経常ＪＶとして結成し、

登録を希望する方。 

【官公需適格組合】中小企業庁(各地方経済産業局等)が証明した組合 

の方。 

建設業許可番号 

申請日時点で有効な建設業許可番号（８桁）を半角英数字で入力してくだ

さい。 

※総合評定値通知書の審査基準日上段に記載の建設業許可番号（ハイフン

を除く。）を入力してください。 

（例：国土交通大臣 許可00-123456 →00123456） 
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申請者情報（基本情報） 

 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

本社（店）郵便番号 

本社（店）の郵便番号を入力してください。 

実際に営業している所在地（主たる営業所）と現在事項全部証明書の

所在地が異なるときは、システムには主たる営業所の所在地の郵便番

号を入力してください。 

入力後、右側の虫眼鏡マークをクリックすると、入力した郵便番号に

該当する住所が表示されます。入力した郵便番号の住所候補が複数存

在する場合、選択画面が表示されますので、該当する住所の「選択」

ボタンをクリックしてください。 

本社（店）所在地 

住所 

登記されているとおりに入力してください。 

（正：一丁目２番３号、誤：１－２－３） 

実際に営業している所在地（主たる営業所）と現在事項全部証明書の

所在地が異なるときは、システムには主たる営業所の所在地を入力し、

申請書には、主たる営業所及び登記所在地を併記してください。 

商号または名称 

（フリガナ） 

登記上の商号または名称を全角カタカナで入力してください。 

「株式会社」や「有限会社」等のフリガナは不要です。 

  

複数住所選択画面 
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（つづき） 

入力項目名称 入力条件等 

商号または名称 

登記上の商号または名称を入力してください。 

「株式会社」や「有限会社」等省略せずに登記簿どおり入力してくだ

さい。 

代表者役職名 
契約時に使用される代表者役職名を入力してください。 

個人事業主の場合は、「代表」と入力してください。 

代表者氏名 

（フリガナ） 

登記上の代表者氏名を全角カタカナで入力してください。 

（姓と名の間は１文字あけて入力） 

代表者氏名 

登記上の代表者氏名を入力してください。 

（姓と名の間は１文字あけて入力） 

外字の入力方法については「3.3外字等について」を確認してください。 

本社（店）電話番号 

本社（店）の営業担当者の電話番号を入力してください。 

※委任先を設定しない場合、こちらの番号が入札（見積合わせ）等に

関する連絡先となります。 

本社（店）FAX番号 

本社（店）の営業担当者のFAX番号を入力してください。 

※委任先を設定しない場合、こちらの番号が入札（見積合わせ）等に

関する連絡先となります。 

本社（店）メール 

アドレス 

本社（店）の営業担当者のメールアドレスを入力してください。 

※会社又は部署等の代表アドレスで、常に確認しているアドレスを入

力してください。条件を満たさない場合は、常に確認している個人

アドレスでも登録可能です。 

法人番号 

法人番号（13桁）を半角数字で入力してください。 

法人番号が不明な場合は、国税庁法人番号公表サイト 

（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）をご覧ください。 

個人事業主は、0（半角ゼロ）を13個入力してください。 

企業区分 
次頁の「大企業と中小企業の区分表」から該当する区分を選択してく

ださい。個人事業主の場合は、「その他」を選択してください。 
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大企業と中小企業の区分表 

（官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律関係） 

 

企業の主たる業種に応じ、下表の「資本の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員数」の

いずれかに該当する場合は『中小企業』に分類されます。 

 

番号 業種 
資本の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員数 

１ 
製造業等（製造業、建設業、運輸業その他の業

種。ただし、番号２以下に掲げる業種を除く。） 
３億円以下 300人以下 

２ 卸売業 １億円以下 100人以下 

３ サービス業 ５千万円以下 100人以下 

４ 小売業 ５千万円以下 50人以下 

５ ゴム製品製造業 ３億円以下 900人以下 

６ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 300人以下 

７ 旅館業 ５千万円以下 200人以下 

８ 

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合

会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組

合、商店街振興組合連合会 

構成員たる事業者の３分の２以上が上

記番号１～７に該当するもの。 

９ 企業組合、協業組合 全部 
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申請者情報（基本情報） つづき 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

消費税法の規定による

課税事業者、免税事業

者の別 

該当する区分を選択してください。 

契約を締結する能力を

有しないもの又は破産

者に該当の有無 

該当する区分を選択してください。 

「有」の場合、詳細確認のため問い合わせすることがあります。 

関係法令の規定による

営業若しくは業務停止

処分の有無 

該当する区分を選択してください。 

「有」の場合、詳細確認のため問い合わせすることがあります。 

審査基準日以前12か月

の間に独占禁止法第３

条又は第８条第１号の

規定に違反し排除措置

命令、課徴金納付命令、

刑事告発や従業員等の

逮捕の有無  

該当する区分を選択してください。 

「有」の場合、詳細確認のため問い合わせすることがあります。 

障がい者雇用人数 従業員のうち障がい者雇用人数を半角数字で入力してください。 

障がい者雇用状況の 

報告義務の有無 

障がい者雇用状況の報告義務の有無を選択してください。 

報告義務の詳細については管轄の公共職業安定所（ハローワーク）

に確認してください。 

法定雇用障害者数の達

成状況 

公共職業安定所に提出している令和７年６月１日現在における法定

雇用障害者数の達成状況について、該当する区分を選択してくださ

い。 

建設業許可業種 本社（店）の建設業許可業種を選択してください。 
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・申請担当者情報 

入札参加資格審査申請を担当する方（申請担当者）の情報を入力します。 

 

※行政書士が代理申請する場合、申請担当者情報には行政書士の方の情報を入力してください。 

 

入力項目名称 入力条件等 

担当者所属部署 
申請担当者の部署名を入力してください。 

部署名がない場合は、「本社」又は支店名を入力してください。 

担当者氏名（フリガ

ナ） 

申請担当者の氏名を全角カタカナで入力してください。（姓と名の間

は１文字あけて入力） 

申請担当者氏名 
申請担当者の氏名を入力してください。（姓と名の間は１文字あけて

入力） 

申請担当者電話番号 

申請担当者の電話番号を入力してください。 

※こちらの電話番号に、受付センター又は各市町担当者から申請内容

を照会する場合がありますので、日中に連絡がとれる番号を入力して

ください。 

申請担当者FAX番号 
申請担当者のFAX番号を入力してください。FAX番号がない場合は、入

力は不要です。 

申請担当者メールア

ドレス 

申請担当者のメールアドレスを入力してください。 

※会社又は部署等の代表アドレスで、常に確認しているアドレスを入

力してください。条件を満たさない場合は、常に確認している個人ア

ドレスでも登録可能です。なお、次回申請まで変更できませんので、

退職や転勤などに影響されないメールアドレスを登録してください。 

※システムから送信されるメールを受信できない場合があるので、

Gmailは使用しないでください。 

※入力されたメールアドレスに、入札参加資格の受理メールや申請内

容に修正が必要な場合の「修正指示」メールが送信されますので、入

力間違いがないようにご注意ください。 

※システムから送信されるメールを受信できるよう、ご利用のメール

ソフト等の設定を確認してください。 

＜盛岡広域市町競争入札参加資格審査申請受付窓口＞ 

アドレス：moriokakouiki_sinseiuketsuke@hitachi-systems.com 
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・行政書士情報 

行政書士が代理申請する場合は、行政書士情報を入力します。行政書士情報は、別途提出いた

だく書類の「代理申請に係る委任状（申請者実印（印鑑証明書の印）と、行政書士の使用印を明

らかにした委任状）」の記載と齟齬がないように入力してください。 

※代理申請に係る委任状については、申請書アップロード枠「印鑑証明書・委任状」にアップ

ロードしてください。 

※行政書士に代理申請を依頼しない場合は、行政書士情報の入力は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

郵便番号 

担当する行政書士の所属する事務所郵便番号を入力してください。 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須です。 

入力後、右側の虫眼鏡マークをクリックすると、入力した郵便番号に

該当する住所が表示されます。入力した郵便番号の住所候補が複数存

在する場合、選択画面が表示されますので、該当する住所の「選択」

ボタンをクリックしてください。 

所在地 
担当する行政書士の所属する事務所所在地を入力してください。 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須です。 

氏名 

担当する行政書士の氏名を入力してください。（姓と名の間は１文字

あけて入力） 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須です。 

電話番号 
担当する行政書士の電話番号を入力してください。 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須です。 

FAX番号 担当する行政書士のFAX番号を入力してください。 

メールアドレス 
担当する行政書士のメールアドレスを入力してください。 

※行政書士情報を登録する場合、入力必須です。 

※行政書士が代理申請する場合も、「受付受理」や「修正指示」のメールは、前頁の「申請担

当者のメールアドレス」宛に届きますので、必ず申請担当者情報に同じ内容を入力してくださ

い。 

 

 

複数住所選択画面 
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・営業所情報 

入札や契約等の権限を委任する営業所、支店等がある場合又は盛岡広域市町内に左記以外の営

業所がある場合、これらの営業所に関する情報を入力します。 

※委任先は申請する盛岡広域市町ごとに設定可能です。39頁の「個別情報登録（工事）」画面で

詳しく説明します。 

※同一人間での契約権限の委任を認めていません。 

（認められない例：代表取締役 盛岡 太郎 ⇒ 取締役盛岡営業所長 盛岡 太郎） 

営業所情報に入力する営業所、支店等について 

入力が必要となる営業所、支店等は、次のいずれかに当てはまるものです。既に申請者情報

（基本情報）で入力した本社（店）情報や、当てはまらない営業所の入力は不要です。 

① 盛岡広域市町に所在し、登録を希望する工種における営業所専任技術者が配置されている営

業所、支店等 

（委任の有無や申請先市町に関わらずすべて記載） 

② 申請先市町との契約にあたり、入札や契約等の権限を委任する営業所、支店等 

※登録を希望する工種における営業所専任技術者が配置されていなければ、委任先として設 

定できません。 

 

 

 

 

 

 

「入力明細の追加」ボタンをクリックすると、入力項目が追
加されます。複数営業所を登録する場合、その営業所分を追
加してください。 

不要な入力明
細は「削除」
ボタンで削除
します。 
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入力項目名称 入力条件等 

営業所名 

営業所名、支店名等を入力してください。（例：盛岡支店） 

※「株式会社」等の法人の種類及び会社名は入力不要です。 

※受任者が営業所の代表者でなく、本社の○○営業部長等の場合は、

「○○営業部」と入力してください。その際、申請書類の「委任状」

と記載内容を一致させてください。 

※登録を希望する工種における営業所専任技術者が配置されている

営業所について入力してください。 

営業所郵便番号 

営業所の郵便番号を入力してください。 

入力後、右側の虫眼鏡マークをクリックすると、入力した郵便番号に

該当する住所が表示されます。入力した郵便番号の住所候補が複数

存在する場合、選択画面が表示されますので、該当する住所の「選択」

ボタンをクリックしてください。 

営業所所在地 

営業所の所在地を入力してください。 

※受任先となる場合、委任状の受任者所在地（住所）と一致させてく

ださい。 

営業所代表者役職名 
営業所の代表者の役職名を入力してください。 

※受任先となる場合、委任状の受任者役職名と一致させてください。 

営業所代表者氏名 

営業所の代表者の方の氏名を入力してください。 

（姓と名の間は１文字あけて入力） 

※受任先となる場合、委任状の受任者氏名と一致させてください。 

外字の入力方法については「3.3外字等について」を確認してくださ

い。 

営業所電話番号 

営業所の営業担当者の電話番号を入力してください。 

※受任先として設定する場合、こちらの番号が入札（見積合わせ）等

に関する連絡先となります。 

営業所FAX番号 

営業所の営業担当者のFAX番号を入力してください。 

※受任先として設定する場合、こちらの番号が入札（見積合わせ）等

に関する連絡先となります。 

営業所メールアドレス 

営業所のメールアドレスを入力してください。 

※会社又は部署等の代表アドレスで、常に確認しているアドレスを

入力してください。条件を満たさない場合は、常に確認している個

人アドレスでも登録可能です。 

建設業許可業種 営業所の建設業許可業種を選択してください。 

専任技術者の氏名 

営業所の専任技術者の氏名を入力してください。 

２名以上いる場合は、続けて入力してください。 

（例：盛岡太郎 内丸次郎） 

※登録を希望する工種における営業所専任技術者が必要です。 

専任技術者の資格等 

専任技術者が取得している資格を入力してください。２名以上いる

場合又は１人が複数資格を取得している場合は、「専任技術者の氏

名」欄に入力した順に続けて入力してください。 

（例：一級建築士 二級管工事施工管理技士 実務経験（電気通信）） 
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・構成員情報 

 

 

 
 

入力項目名称 入力条件等 

構成員商号 構成員の登記上の商号または名称を入力してください。 

構成員郵便番号 

構成員の営業所の郵便番号を入力してください。 

入力後、右側の虫眼鏡マークをクリックすると、入力した郵便番号に

該当する住所が表示されます。入力した郵便番号の住所候補が複数

存在する場合、選択画面が表示されますので、該当する住所の「選択」

ボタンをクリックしてください。 

構成員所在地 

登記されているとおりに入力してください。 

実際に営業している住所（主たる営業所）と現在事項全部証明書住所

が異なるときは、システムには主たる営業所の住所を入力し申請書

には、主たる営業所及び登記住所を併記してください。 

建設業許可業種 構成員の建設業許可業種を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝沢市に経常ＪＶで申請する方はこちらをクリックし、構成
員の情報を入力してください。 

「入力明細の追加」ボタンをクリックすると、入力項目が追
加されます。複数構成員を登録する場合、その構成員分を追
加してください。 

不要な入力明
細は「削除」
ボタンで削除
します。 
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・個別事業者情報 暴力団排除に係る役員名簿 

入力必須の項目です。登記されている役員の情報を入力します。 

法人にあっては、登記されているすべての役員（監査役を含む。）、個人にあっては、その者

（事業主）について、入力してください。 

盛岡広域市町においては、各市町が定める暴力団排除条例等に基づき契約事務からの暴力団排

除に取り組んでいます。記載された個人情報は、岩手県警察本部に暴力団等の照会を行う目的の

みに使用し、その他の目的には使用しません。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

氏名フリガナ 
役員氏名（フリガナ）を全角カタカナで入力してください。（姓と名

の間は１文字あけて入力） 

氏名 
役員氏名を入力してください。（姓と名の間は１文字あけて入力） 

外字の入力方法については「3.3外字等について」を確認してください。 

性別 クリックするとタブが開きますので、性別を選択してください。 

生年月日 

役員の生年月日（例：1980/01/01）を入力してください。 

また、上記によらず、右側のカレンダーマークをクリックすると、入

力補助としてカレンダーが表示されます。カレンダーの日付をクリッ

クすると入力欄に選択した日付が表示されます。 

  

「入力明細の追加」ボタンをクリックすると、入力項目が追
加されます。役員が複数いる場合、その人数分を追加してく
ださい。 

不要な入力明
細は「削除」
ボタンで削除
します。 
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・個別事業者情報 資本関係/人的関係 

一定の資本関係又は人的関係の有無についての確認と、該当する場合には必要となる情報を入

力します。 

該当の有無について、32頁の別記「資本関係・人的関係について」(1)(2)のいずれかに該当す

る場合は、資本関係・人的関係が“有”となりますので、関連会社等の商号等該当する項目を入

力してください。ただし、双方の会社が盛岡広域８市町に競争入札参加資格申請を行っているこ

とが条件となりますので、資本関係又は人的関係の会社等はあるものの、一方の会社等が盛岡広

域８市町いずれにも入札参加資格審査申請を行わない場合は、該当がないものとして“無”を選

択してください。 

なお、協同組合として申請される場合は、関係のある「協同組合員」に関する「商号・名称、

郵便番号、所在地、ＴＥＬ」を入力してください。 

※前回申請時には組合員名簿を別途郵送にて提出いただいておりましたが、今回の申請では不

要となります。 

 

 

 

入力項目名称 入力条件等 

資本関係に関する事

項の有無 

該当する区分を選択してください。 

※「協同組合」又は「協同組合員」で該当する場合についても、 

「有」を選択してください。 

人的関係に関する事

項の有無 
該当する区分を選択してください。 

 

①該当区分を選択 

②上記で”有”を選択した場合、「入力明細の追加」ボタン
をクリックすると、入力項目が追加されます。複数の関連
会社等がある場合、項目分を追加してください。 
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入力項目名称 入力条件等 

関係種別 

クリックするとタブが開きますので、関係先（兼任先）について、「資

本関係」「人的関係」「協同組合」「協同組合員」から該当する種別を選

択してください。 

資本関係種別 

※関係種別で「資本関係」を選択した場合のみ選択してください。 

クリックするとタブが開きますので、関係先（兼務先）について該当

する種別を選択してください。 

商号・名称 
関係先（兼務先）の商号又は名称を入力してください。 

組合の場合は組合名を入力してください。 

郵便番号 

※関係種別で「資本関係」、「協同組合」、「協同組合員」を選択し

た場合のみ入力してください。 

関係先の郵便番号を入力してください。 

入力後、右側の虫眼鏡マークをクリックすると、入力した郵便番号に

該当する住所が表示されます。入力した郵便番号の住所候補が複数存

在する場合、選択画面が表示されますので、該当する住所の「選択」

ボタンをクリックしてください。 

所在地 

※関係種別で「資本関係」、「協同組合」、「協同組合員」を選択し

た場合のみ入力してください。 

関係先の所在地を入力してください。 

ＴＥＬ 関係先の電話番号を入力してください。 

役職 
※関係種別で「人的関係」を選択した場合のみ入力してください。 

該当する方の役職名を入力してください。 

氏名 

※関係種別で「人的関係」を選択した場合のみ入力してください。 

該当する方の氏名を入力してください。 

外字の入力方法については「3.3外字等について」を確認してください。 

兼任先役職 
※関係種別で「人的関係」を選択した場合のみ入力してください。 

該当する方の兼任先の役職名を入力してください。 

  

不要な入力
明細は「削
除」ボタン
で削除しま
す。 
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別記 資本関係・人的関係について 

 

(1) 資本関係 

以下のいずれかに該当する場合は、資本関係が“有”となります。 

ア 親会社等と子会社等の関係にある場合 

イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

※親会社「等」は、組合（共同企業体を含む）及び個人を含みます。 

※子会社「等」は、組合（共同企業体を含む）を含みます。 

※ただし、子会社等が更生手続き中又は再生手続中の会社等であるときを除きます。 

 

 (2) 人的関係 

以下のいずれかに該当する場合は、人的関係が”有”となります。 

ア 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員（役員の定義については次頁参照）を現に兼

ねている場合（ただし、会社等の一方が更生会社又は再生手続中の会社等であるときを除き

ます。） 

イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 

 

  

基準 
①親会社等と子会社等の関係 
②親会社等を同じくする子会社等同士の関
係 

③役員の兼任 
④その他（上記と同視しうる資本関係又は
人的関係があると認められる場合） 

（例）組合（共同企業体（以下「ＪＶ」とい
う。）を含む。）とその構成員 

③取締役兼任 

Ｄ社 Ａ社 

Ｂ社 Ｃ社 

①親子関係 

②親会社等が同じ子会社等同士 

Ａ組合 

a社 b社 c社 

④組合とその構成員 

資本関係の繋がりあり 
 
役員等の兼任あり 
 
組合とその構成員 
 
同一入札への参加が制限される関係 

※入札参加資格審査申請を予定している会社等で、資本関係又は人的関係がある場合に限りま

す。資本関係又は人的関係の会社等はあるものの、一方の会社等が盛岡広域８市町いずれにも

入札参加資格審査申請を行わない場合は、該当がないものとして扱います。 

※建設工事請負契約競争入札参加資格者名簿は、各市町のＨＰ等を参照してください。 

【イメージ図】 
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●親会社等、子会社等の定義 

親会社等及び子会社等とは、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２及び第４号の

２に規定する親会社等・子会社等をいいます。 

（会社法抜粋） 

第２条第３号の２（子会社等） 

イ 子会社（会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその

経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。） 

ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの 

第２条第４号の２（親会社等） 

イ 親会社（株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人

として法務省令で定めるものをいう。） 

ロ 株式会社の経営を支配している者（法人であるものを除く。）として法務省令で定めるも

の 

 

●役員の定義 

役員とは、次に掲げる事項に該当する者としています。 

ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

(ｱ) 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である

取締役 

(ｲ) 会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

(ｳ) 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

(ｴ) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しない

こととされている取締役 

イ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ウ 持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の業務を執行する社員 

エ 組合の理事 

オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者 

カ 民事再生法第 64条第２項又は会社更生法第 67条第１項の規定により選任された管財人 

キ 委員会等設置会社における執行役又は代表執行役 

※届出者における役職及び兼任先における役職の両方が上記に該当する場合のみ、制限の対象

となります。制限の対象となる役員のみ入力してください。 
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・技術事項等審査情報（格付等） 

プルダウンから情報を選択してください。 

 格付等を行うための任意項目となります。 

 以下の項目について、「有」を選択する場合、その根拠資料についてアップロードが必要で

す。書類の詳細については、「Ⅴ 提出書類」を確認してください。 

 

 

 

※審査基準日は令和７年９月30日です。 

入力項目名称 入力条件等 

資格取得の取組 

令和６年４月１日～令和７年９月30日までの間に、監理技術者又は主

任技術者になりうる資格を新たに取得した職員がいる場合又は資格を

有している者を新たに常時雇用した場合は、該当人数を選択してくだ

さい。なお、該当する者が３人を超える場合は、「３人」を選択して

ください。（該当しない場合は「０人」を選択してください。） 

保護観察対象者等の

就労支援状況 

令和７年９月30日現在において、保護観察対象者等の協力雇用主とし

て保護観察所に登録の有無を選択してください。 

子育て支援等の状況 

令和７年９月30日現在において、次世代育成支援対策推進法（平成15  

年法律第120号）又は女性活躍推進法（平成27年法律第64号）による 

一般事業主行動計画の策定の有無を選択してください。 

舗装施工管理技術者

の有無 
舗装施工管理技術者の有無を選択してください。 
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・技術者情報 

盛岡広域市町内に本社（主たる営業所）を有する方のみ入力してください。 

 令和７年９月30日現在、所属する技術者の情報が対象です。 

 

  

不要な入力
明細は「削
除」ボタン
で削除しま
す。 

「入力明細の追加」ボタンをクリックすると、入力項目が追
加されます。技術者を複数登録する場合、その人数分を追加
してください。 
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入力項目名称 入力条件等 

氏名 技術者の氏名を入力してください。（姓と名の間は１文字あけて入力） 

氏名（フリガナ） 
技術者の氏名（フリガナ）を全角カタカナで入力してください。（姓

と名の間は１文字あけて入力） 

生年月日 

技術者の生年月日（例：1980/01/01）を入力してください。 

また、上記によらず、右側のカレンダーマークをクリックすると、入

力補助としてカレンダーが表示されます。カレンダーの日付をクリッ

クすると入力欄に選択した日付が表示されます。 

雇用年月日 

技術者の雇用年月日（例：2000/01/01）を入力してください。 

また、上記によらず、右側のカレンダーマークをクリックすると、入

力補助としてカレンダーが表示されます。カレンダーの日付をクリッ

クすると入力欄に選択した日付が表示されます。 

有資格区分コード 

５桁（１）～（４） 

技術者の取得している資格情報について入力してください。 

複数取得している場合は（１）から資格情報について１つずつ入力を

してください。 

入力は左から「有資格区分コード（３桁）」、「営業所専任技術者の

別（１桁）」及び「監理技術者資格者証の有無（１桁）」の５桁の数

字を入力してください。入力方法は下記を参照してください。 

ア 営業所専任技術者の別    

当該業種における営業所専任技術者＝１ 

当該業種における営業所専任技術者以外＝０ 

イ 監理技術者資格者証の有無  

当該業種において監理技術者資格者証を有する方＝１ 

当該業種において監理技術者資格者証を有しない方＝０ 

       （※このうち、技士補の資格証を有する方＝５） 

 

(例） 一級土木施工管理技士であるが監理技術者の資格はない場合 

   ⇒ １１３００ 

  一級土木施工管理技士及び監理技術者の資格がある場合 

   ⇒ １１３０１ 

一級土木施工管理技士及び監理技術者の資格があり、営業所専

任技術者の場合 

⇒ １１３１１ 

一級土木施工管理技士補の資格がある場合 

⇒ １１３０５ 

 

実務経験者担当業種

コード２桁 

（１）～（２） 

実務経験者担当業種がある場合は、情報を入力してください。 

複数取得している場合は（１）から情報について１つずつ入力をして

ください。 

 

(例） 土木一式 ⇒ ０１ 

電気通信 ⇒ ２２ 
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全ての入力終了後 

 

 

 

登録完了のメッセージが表示されます。 

 

 

 

・個別情報（申請自治体、申請する工種等）の入力 

申請する市町、申請する工種等の情報を入力します。 

申請画面下欄の「個別情報」ボタンをクリックします。 

 

②登録が完了したことを確認します。 

③登録完了後は、申請画面下欄に 
以下の３ボタンが表示されます。 
・申請書提出（確認） 
・個別情報 
・添付ファイル 

①「個別情報」をクリック 

①入力終了後、申請画面下欄の 
「登録」をクリック 
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・個別情報登録 申請先自治体選択 

申請する市町の「希望有無」にチェックし、「登録」ボタンをクリックします。 

※「戻る」ボタンをクリックすると「現在入力中の内容は保存されません。前の画面に戻って

もよろしいでしょうか？」のメッセージが必ず表示されますが、「登録」ボタンクリック時の

入力情報は保存されています。 

 

登録完了のメッセージが表示されますので、希望有無にチェックを入れた申請先自治体の

「個別情報」ボタンをクリックします。 

  

③登録完了のメッセージが表示されます。 

④申請する市町の 
「個別情報」をクリック 

②「登録」をクリック 

①申請する市町にチェック 
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・個別情報登録（工事）  

 契約権限を委任する場合、委任先営業所を選択し、各入力項目についてプルダウンから選択し

ます。次に、登録を希望する工種について、希望有無欄をクリックし、建設業区分を選択しま

す。 

 

※審査基準日は令和７年９月30日です。 

入力項目名称 入力条件等 

委任先営業所 

新規申請登録（建設工事）画面【営業所情報】で登録した営業所がプ

ルダウンに表示されますので、入札、契約等に関する権限を委任する

営業所を指定する場合は、該当する営業所を選択します。 

※１自治体に対して、１営業所のみ委任できます。 

※委任先を設定しない場合は、選択不要です。 

  

①申請先市町における委任先営業所を選択 
※未入力の場合、委任状を提出していた
場合でも、委任情報が認定されないの
で、ご注意ください。 

① 登録したい工種の
「希望有無」欄をク
リックしチェックを
つける 

②「建設業区分」を選択
してください。 
 

③入力後、「登録」を
クリック 
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 以下の項目については、盛岡市に申請する場合に入力してください。（盛岡市の個別情報画面

内） 

「有」を選択する場合、その根拠資料について書類提出が必要です。書類の詳細については、

「Ⅴ 提出書類」を確認してください。 

 

入力項目名称 入力条件等 

道路の除排雪業務活

動の状況 

令和５年度又は令和６年度において、次に掲げる活動の有無を選択し

てください。 

(1) 盛岡市管理道路（農道及び林道含む）の除排雪業務（融雪剤散布

を含む。）の受注 

盛岡市から業務委託を受注している場合に該当となります 

(2) 国・県・市町村道（盛岡市管理道路を除く）等の除排雪業務（融

雪剤散布を含む。）の受注 

盛岡市内に本社を有する方は、国・県・市町村から業務委託を受注し

ている場合に、盛岡市内に本社を有しない方は、盛岡市内に係る国・

県・市町村からの業務委託を受注している場合が該当となります。 

(3) 盛岡市管理道路の除排雪業務（融雪剤散布を含む。）の奉仕活動 

盛岡市管理道路の除排雪業務の奉仕活動を自主的に行った場合が該当

となります。 

（例）下太田地内の道路の除排雪作業を行った。 

消防団の団員に任命

されている者の雇用

状況 

(1)令和７年９月30日現在において、盛岡市消防団の団員に任命されて

いる者を雇用している場合は、該当する人数を入力してください。な

お、該当する者が４名を超える場合は、４名分のみ記載してください。 

(2) 対象者には、当該企業の経営者、役員等を含みます。 

(3) 消防団員には、団長、副団長、分団長等を含みます。 

災害対応活動の状況

（災害協定の締結の

有無） 

令和７年９月30日現在において、盛岡市と「災害時における応急対策

業務に関する協定」又は盛岡市上下水道局と「災害応急復旧工事等に

関する協定」を締結していることの有無を選択してください。 

災害対応活動の状況

（受注実績の有無） 

令和５年度又は令和６年度において、盛岡市又は盛岡市上下水道局が

発注した次のいずれかの受注実績（下請を含む。）の有無を選択してく

ださい。 

 ア 災害復旧関係の工事等 

 イ 公共土木施設又は建築物に係る緊急修繕業務 
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・添付ファイルの登録 

 申請画面の下欄の「添付ファイル」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付ファイルアップロード 

5.1 提出書類一覧Ⅴ「提出書類」について、あらかじめ申請市町ホームページから様式をダ

ウンロードし、入力内容を保存しておいてください。クリップマークをクリックすると、「アッ

プロードするファイルの選択」画面が開きます。作成済みのファイルを選択して「開く」ボタン

をクリックしてください。 

一つのファイルアップロード枠に登録できるファイルは１つです。同一ファイルアップロード

枠に続けてファイル登録を行った場合、最後に登録したファイルで上書きされますのでご注意く

ださい。１つの提出書類でファイルが複数ある場合は、１つのファイルに統合してからシステム

に登録してください。 

※１ファイルのサイズは５MBまでです。５MBを超える場合には、画質を低解像度にする、又

は集約するなどファイルサイズを小さくし、再度、添付してください。 

※委任状や使用印鑑届は、押印済みのものを添付してください。 

※添付ファイルはPDF形式で添付してください。なお、保存ファイル名に指定はありません

が、記号や外字など使用できない文字がありますので、例：「委任状（盛岡市）」など分か

りやすい名称としてください。 

 

 

 

 

 

 

①申請画面下欄の 
「添付ファイル」をクリ
ック 
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登録が完了すると、画面下部に登録済みの添付ファイルが表示されます。 

 
 
↑アップロードしたファイルを確認する場合は「ダウンロード」ボタンをクリックします。 
↑アップロードしたファイルを削除する場合は「ファイル削除」ボタンをクリックします。 

  

②対象ファイルを選
択し、「開く」を
クリック 

① 対象書類の 
「クリップマーク」 
をクリック 

③「登録」をクリック 
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・申請書の提出 

登録した申請内容の提出を行います。 

申請画面下欄の「申請書提出（確認）」ボタンをクリックします。 

 

 

※入力内容に不足・誤りがある場合は、下記のようなエラーメッセージが表示されますので、

「戻る」ボタンをクリックし、そのメッセージに従い対象の入力内容を修正してください。 

修正後、再度「申請書提出（確認）」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①申請画面下欄の 
「申請書提出（確認）」をクリ
ック 

②「戻る」をクリックし、入力内容の
修正をしてください。い。 

①エラーメッセージを確認して
ください。 
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・入力内容の確認 

入力内容を確認します。確認した結果、入力内容を修正する場合は「戻る」ボタンをクリック

し、対象箇所を修正してください。 

必要に応じて、画面印刷することも可能です。 

 

・提出（登録完了） 

申請画面下欄にある「提出」ボタンをクリックします。 

 

 

登録が完了した旨、表示されます。 

提出完了後に修正を行う場合は、手引き 51頁「4.5.4 申請書修正」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「提出」をクリック 

②登録完了のメッセージが表示されます。 
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・登録完了後の処理 

(1) 申請受付確認 

受付システムにおいて登録が完了すると、受付システムから申請担当者メールアドレス宛てに

「申請登録完了通知メール」が送信されます。30 分経過してもメールが届かない場合は、誤った

メールアドレスが登録されている可能性があります。登録したメールアドレスを確認して、修正

してください。 

 

＜申請完了通知･共通（個別）申請登録完了通知メール イメージ＞ 

 

 

(2) 申請受理 

盛岡市において、申請の本審査が終了し、受理された場合は受付システムから申請担当者メー

ルアドレス宛てに「申請受理通知メール」が送信されます。 

また、登録した申請内容に修正が必要な場合や提出した書類に不備等がある場合は、「申請不

受理通知」メールが送信されます。理由および指示内容を確認し、不足している書類の提出や申

請内容の修正を行ってください。この修正作業が行われないと、申請を受理できません。 
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4.5.2 申請内容確認 

 

登録した申請内容を確認する場合、又は現在の処理状況を確認する場合、申請受付システムメ

インページの「申請内容確認」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

※現在の処理状況に表示される内容について 

入力中     ・・・申請者が入力中の状況です。 

申請書提出   ・・・新規申請で「提出」ボタンを押した後、審査に入るまでの状況です。 

（一次）審査中 ・・・審査中の状況です。 

受理      ・・・審査が終了した状況です。 

差戻し     ・・・審査の段階で不備があった場合の差戻しした状況です。 

  

②「申請内容確認」をクリック 

① 申請年度は「令和８・９年度」 
を選択 

現在の処理状況が表示されます。 
（※下記表示内容をご参照ください。） 

④申請した市町や希望する工種等
の個別情報を確認する場合は、申
請登録画面の「個別情報」ボタン
をクリックしてください。 

③各入力ブロックへのリンクボタンを
クリックすると、該当の入力ブロック
を画面の先頭に表示します。 
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・個別情報（申請する市町・工種）の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤希望有無が”有”とあるのが 
今回申請された市町です。 
「個別情報」ボタンをクリックし、申請し
た工種を確認します。 

⑦各個別情報登録画面左上の「戻る」ボタンを 
クリックすると前の画面に戻ることができます。 

⑥希望有無が「有」となっていること及び建設
業区分が入力されていることを確認します。 

※委任先営業所欄が未入力の場合、委任

状を提出していた場合でも、委任情報

が認定されないので、ご注意ください。 
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・申請書類の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①添付ファイルを確認する場合は、
申請登録画面の「添付ファイル」ボ
タンをクリックしてください。 

②アップロード済の添付ファイルが
表示されていることを確認します。 

④確認後は、「戻る」ボタンをクリックして前画面に戻ります。 

③「ダウンロード」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードし
ます。保存したファイルを開き、内容を確認してください。 
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4.5.3 継続申請 

 

当該システムにより令和６・７年度申請を行い、認定を受けている方は、申請受付システムメ

インページの「継続申請」ボタンをクリックします。 

 

 

 

継続申請画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回申請した情報が複写されています。19頁の「4.5.1新規申請」申請情報～申請者情報（基

本情報）以降を参考に、本社情報など基本情報を含め、全ての項目を確認・修正したうえで、

「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

前回の資格認定後に代表者や受任者等に関する変更があり、申請市町に変更届を提出済みの場合

も、変更後の内容は反映されず、前回登録した情報が複写されていますのでご注意ください。 

①申請年度は「令和８・９年度」 
を選択 

②「継続申請」をクリック 

③前回申請した情報が複写されます。 
審査基準日（令和７年９月 30 日）の
情報に修正してください。 

④全ての項目について確認・修正した後、
「登録」をクリック 



50 

 

 

 

登録完了のメッセージが表示されます。 

 

 

個別情報について、前回登録内容は自動では反映されませんが、「前回複写」ボタンをクリッ

クすることで、前回登録内容を複写登録することが可能です。「前回複写」ボタンをクリックし

た場合も、37頁の「4.5.1新規申請」個別情報（申請自治体、申請する工種等）の入力以降の手

順により、必ず個別情報をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付ファイルは、前回登録内容は反映されていません。入力方法や添付ファイルのアップロー

ドの手順、書類の送付方法等は、新規申請と同様ですので、37頁の「4.5.1新規申請」個別情報

（申請自治体、申請する工種等）の入力以降の手順により、申請市町や工種の登録、添付ファイ

ルのアップロードを行い、最後に「提出」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

⑤登録が完了したことを確認します。 

⑥登録完了後は、申請画面下欄に 
以下の３ボタンが表示されます。 
・申請書提出（確認） 
・個別情報 
・添付ファイル 

「前回複写」ボタンをクリックすると 
前回申請の個別情報を複写登録しま
す。 
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4.5.4 申請書修正 

 

申請内容の訂正を行う場合、申請受付システムメインページの「申請書修正」ボタンをクリッ

クします。 

※申請者が修正を行うことができるのは、「申請書提出」又は「差戻し」状態時のみです。 

現在の処理状況を確認する場合は、「申請内容確認」ボタンをクリックして確認ください。 

※修正作業後、必ず「申請書提出（確認）」ボタンを押した後、「提出」ボタンを押してくださ

い。 

 

 

②申請書修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請内容確認画面 

 

 

 

 

 

※上記の処理状況が、「（一次）審査中」又は「受理」の場合は、申請書修正が実行できませ

ん。「申請書修正」ボタンをクリックしてもエラーメッセージが表示されます。  

③新規申請登録（建設工事）画面が表
示されますので、19 頁からと同様の
手順で申請内容の修正を行います。 

②「申請書修正」をクリック 

①申請年度は「令和８・９年度」 
を選択 

現在の処理状況を確認する場合、
「申請内容確認」をクリック 

画面左上に現在の状況が表示されます。 
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4.5.5 変更申請 

 

今回、「変更申請」は使用しません。 

※記載事項の変更（例：代表者の変更等）が生じたときは、従来どおり申請先市町に書面で変

更届の提出をお願いします。当該システムによる変更内容の提出はできませんので、ご注意く

ださい。 

 

4.5.6 パスワード更新 

 

 パスワードを更新する場合、申請受付システムメインページの「パスワード更新」ボタンをク

リックします。※11頁の初回ログイン時のパスワード更新と同じ方法の作業となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②「パスワード更新」をクリック
します。 

①申請年度は「令和８・９年度」 
を選択 

③入力条件に注意をして、新パ
スワードを入力します。 

④「登録」をクリック 

⑤登録が完了したことを確認します。 

⑥確認後「戻る」をクリックします。 
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Ⅴ 提出書類 

 

5.1 提出書類一覧 

前回の申請から提出書類が大幅に変更となりましたので、ご注意ください。 

 今回の申請では、郵送での申請書類提出は不要となり、全て電子データ添付での書類提出

となります。 

 

共通書類                   ※●：必須 ○：該当する場合は添付必要 

No 名称 

電子
デー
タ添
付 

添付ファイル枠名称 

1 印鑑証明書 ● 

印鑑証明書・委任状 2 委任状【様式第２号】 ○ 

 
委任状（行政書士が申請する場合） 
※任意様式 

○ 

3 
【法人】現在事項全部証明書 

【個人】本籍のある市町村が発行する身分証
明書 

● 
（法人）全部事項証明書／
（個人）本籍のある市町村
が発行する身分証明書 

4 国税の納税証明書 ● 納税証明書 
（国税・市町税） 5 申請する市町が発行する納税証明書 ○ 

6 
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入
が確認できる書類（又は誓約【様式第６号】） 

○ 
雇用保険、健康保険及び厚
生年金保険の加入を確認す

る書類（又は誓約） 

7 専任技術者証明書又は専任技術者一覧表 ● 専任技術者証明書等 

8 工事経歴書【様式第４号】 ● 工事経歴書 

9 
技術職員名簿（盛岡広域市町内に本社を有す
る方のみ） 

○ 

技術職員名簿等 
10 

技術職員の異動が確認できる書類（盛岡広域
市町内に本社を有する方のみ） 

○ 

※No1と No2、No4と No5、No9と 10はそれぞれアップロード枠が同一となりますので、

１つのファイルにまとめてアップロードしてください。 
 
※契約に使用する印鑑については、契約の案件ごとに使用する印鑑に一貫性があること

を要件としますので、使用印鑑届は今回の申請から提出不要となります。なお、今後契

約時に使用する印鑑については、現行に引き続き、会社印ではなく、契約権限のある者

の個人印（代表取締役印、支店長印、営業所長印、名字のみ等）を使用してください。 

 

※総合評定値通知書については提出不要となりますが、受付期間中に経営事項審査を申

請手続き中の場合又は盛岡市における本審査の時点で確認できる総合評定値通知書が令

和６年６月１日より前の場合は、後日別途提出をお願いすることがあります。
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個別書類（盛岡市） 

盛岡市に申請する事業者のうち、盛岡市内に本社又は営業所のある方で土木一式工事、建

築一式工事、電気工事、管工事、水道施設工事の登録を希望する方は、次表のうち該当する

書類を提出してください。     

          ※○：該当する場合は添付必要 

No 名称 

電子

デー

タ添

付 

添付ファイル枠名称 

1 資格取得の取組が確認できる書類 〇 

盛岡市へ申請する際の個別

申請書類 

2 道路除排雪業務活動の状況を確認できる書類 ○ 

3 消防団員の常時雇用状況が確認できる書類 ○ 

4 
保護観察対象者の雇用に係る就労支援状況が

確認できる書類 
○ 

5 子育て支援状況等が確認できる書類 ○ 

6 
災害対応活動の状況が確認できる書類・緊急修

繕業務の実績が確認できる書類 
○ 

※全てアップロード枠が同一となりますので、該当する書類については１つのファイルに

まとめてアップロードしてください。 

 

個別書類（八幡平市、岩手町） 

八幡平市に申請する事業者のうち、舗装工事を希望する方は No.１～２を、 

岩手町に申請する事業者のうち、舗装工事を希望する方は No.１～２を、 

給水装置工事を希望する方は No.３を、 

浄化槽工事を希望する方は No.４を提出してください。 

                          ※○：該当する場合は添付必要 

No 名称 

電子
デー
タ添
付 

添付ファイル枠名称 

1 舗装施工管理技術者調書【様式第５号】 ○ 八幡平市又は岩手町へ申請
する際の個別申請書類 2 舗装施工管理技術者証の写し ○ 

3 給水装置工事主任技術者資格者証の写し ○ 岩手町へ申請する際の個別
申請書類 4 浄化槽設備士資格者証の写し ○ 

※No1と No2、No3と No4 はそれぞれアップロード枠が同一となりますので、１つのファイ   

ルにまとめてアップロードしてください。  
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5.2 申請書類の作成 

5.1に記載した提出書類を確認のうえ、申請に必要な書類を作成し、受付システムにPDF形式の

ファイルをアップロードしてください。アップロード方法は、41頁「添付ファイルアップロー

ド」のとおりです。 

※添付可能なファイルは、PDF形式となります。 

※アップロードの方法及び注意点は、添付ファイルアップロードを参照してください。 

 

※申請書様式は、申請する市町のホームページから最新の様式をダウンロードしてください。 

 

  

 (1) 共通書類 

№１ 印鑑証明書（必須）                         

審査基準日の直前３カ月以内に発行された印鑑証明書をアップロードしてください。 

ア 法人の場合 法務局が発行 

イ 個人の場合 住民登録をしている市区町村が発行 

 

№２ 委任状【様式第２号】              【記載例：63頁】 

代表者が、営業所長、支店長等、特定の方に継続的に契約権限を委任する場合に、様式第

２号をアップロードしてください。 

 ア 委任者の所在地（住所）、商号又は名称、代表者役職名、代表者氏名を、受付システ  

ムと完全一致するように記入してください。委任者の実際に営業している所在地（主た

る営業所）と現在事項全部証明書の所在地が異なるときは、委任者の所在地（住所）欄

には、実際に営業している所在地（主たる営業所）を記入してください。 

イ 委任に当たっては、復代理人の選任から請負代金の請求並びに受領等、契約に関する

一連の事項が分割されることなく、同一の方に委任してください。 

ウ 委任状は、契約締結権限を有する営業所（部署）ごとに必要です。一例として、盛岡市

との契約では本社から盛岡営業所に委任し、矢巾町・紫波町との契約では本社から矢巾営

業所に委任する場合は、２通の委任状を作成・添付する必要があります。 

エ 社印（社判・角印）等の契約権限を有する方を特定できない印は使用できません。受

任者の個人印（支店長印、営業所長印、名字のみ等）は使用することができます。 

オ 同一人間での契約権限の委任は認めません（認められない例：取締役 盛岡 太郎 ⇒

取締役盛岡営業所長 盛岡 太郎）。 

※委任可能な営業所については「営業所情報」を確認してください。 

※印鑑証明書と委任状の提出がある場合は、アップロード枠が同一となりますので、１つ

のファイルにまとめてアップロードしてください。（行政書士が申請を代理で行う場合の

委任状についても、こちらのアップロード枠に添付してください） 
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№３ 現在事項全部証明書（個人の場合は身分証明書）（必須） 

審査基準日の直前３カ月以内に発行された現在事項全部証明書又は身分証明書を、アップ

ロードしてください。 

ア 法人の場合 法務局が発行する現在事項全部証明書（履歴事項全部証明書でも可） 

イ 個人の場合 本籍地の市区町村発行の身分証明書 

 

№４ 国税の納税証明書（必須） 

※審査基準日（令和７年９月 30日）時点の未納がないことを確認する書類です。 

次の内容書類について、審査基準日の直前３カ月以内に発行された納税証明書を、PDF形式

でアップロードしてください。 

法人：納税証明書その３の３（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」に未納の税額がな

いこと。） 

個人：納税証明書その３の２（「申告所得税及び復興特別所得税」及び「消費税及び地方消費

税」に未納の税額がないこと。） 

※納税証明書内に、納期限未到来の未納がある旨の記載がある場合であって、その納期限

が審査基準日（令和７年９月 30日）より前である場合は、その分について支払い済みであ

ることがわかる書類（領収書・口座振替証明書等）もあわせて添付してください。 

 

  №５ 申請先市町が発行する納税証明書 

※盛岡市に申請する場合、盛岡市の納税証明書は不要です。 

   申請する市町に納税義務がある場合、申請先市町で発行する直近年度の納税証明書（未納

がないことの証明書）を、アップロードしてください。納税証明書は審査基準日の直前３カ月

以内に発行されたものに限ります。なお、納税証明書の取得方法等については、各市町市町税

担当窓口にお問い合わせください。 

※複数の申請先市町に納税義務がある場合は、複数の市町分の納税証明書を１つのファイ

ルにまとめてアップロードしてください。 

※申請する市町に納税義務がある場合は、国税の納税証明書とアップロード枠が同一とな

りますので、国税の納税証明書と市町の納税証明書を１つのファイルにまとめてアップロ

ードしてください。 

 

№６ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入が確認できる書類 

（又は誓約【様式第６号】）                  【記載例：66頁】 

   ア 社会保険（雇用保険、健康保険、厚生年金保険）の加入の有無について 

     以下の保険の加入義務に応じて、提出が必要となります。 

     ＜加入義務の要件＞ 

雇用保険 労働者が１人でも雇用される事業所 

健康保険 
法人の事業所又は常時５人以上の従業員を使用する個人の事業所 

厚生年金保険 
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 ※総合評定通知書「その他の審査項目」の該当箇所に「有」の表示がある場合は、次に

該当する書類のアップロードは不要です。「適用除外」又は「無」の方は、次の書類を

アップロードしてください。 

 

＜加入義務がある場合＞ 

(ｱ) 雇用保険の加入に関する書類 

次のいずれかの書類をアップロードしてください。 

・労働保険概算確定保険料申告書の写し  

        雇用保険の手続きを行った公共職業安定所等が発行したものです。  

        令和７年度発行のものに限ります。 

        「雇用保険料」の項目に金額の記載のある申告書の写しを提出してください。 

・保険料納入通知書の写し（直近のもの） 

        労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している場合、事務組合

が通知したものです。 

※労働保険料の「納付書・領収証書」ではありませんので、ご注意ください。     

      (ｲ) 健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類 

       次のいずれかの書類をアップロードしてください。 

・保険料納入告知額・領収済額通知書（年金事務所等発行）の写し 

        （加入している健康保険が協会けんぽの場合） 

         審査基準日の直前３ヶ月以内に発行されたものを添付してください。 

  健康保険及び厚生年金欄に金額が記載されているもの。（両方の金額を要しま

す） 

         金額欄が０円のものは認定できませんので、金額欄をマスキングせず提出し

てください。 

・保険料振替済通知書（保険組合発行）及び保険料納入告知額・領収済額通知書

（年金事務所発行）の写し 

        （協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合） 

領収書の写しは、申請書提出日の直前３ヶ月以内に発行されたものを提出し

てください。 

金額欄が０円のものは認定できませんので、金額欄をマスキングせず提出し

てください。 

 

     ＜加入義務がない場合の提出書類＞ 

      雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約（様式第６号）

の該当項目にチェックマークを記入し、アップロードしてください。 

     ＜初めて加入義務が生じ、保険料等の支払を申請時点で行っていない場合＞ 

     (ｱ) 雇用保険 雇用保険適用事業所設置届の事業主控えの写し 

     (ｲ) 健康保険及び厚生年金保険 健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業主控えの

写し 
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№７ 専任技術者証明書又は専任技術者一覧表 

申請する本社、委任先営業所又は盛岡広域市内営業所の専任技術者に関する専任技術者証

明書又は専任技術者一覧表（建設業法に基づく建設業許可申請に添付したもの）をアップロー

ドしてください。 

 

№８ 工事経歴書【様式第４号】（必須）              【記載例：64 頁】 

令和５年 10 月１日から令和７年９月 30 日までに完成した工事について、登録を希望する

建設工事の種類ごとに作成し、アップロードしてください。法に基づく経営事項審査申請等に

添付した工事経歴書を利用する場合は、商号を必ず明記してください。 

※この書類の記載に当たっては、法に基づく経営事項審査申請等の記載方法に準じてくだ

さい。 

ア 工事種別 

登録を希望する建設工事の種類の名称を記載してください。 

   イ 注文者 

元請工事については発注者の名称を、下請工事については直接注文した元請負人の商

号または名称を記載してください。 

※入札保証金の免除要件認定のため、官公庁発注工事は必ず記載してください。 

ウ 元請または下請の別 

発注者から直接請け負った工事については「元請」、元請負人から下請した工事につ

いては「下請」と記載してください。 

エ 工事名 

元請工事についてはその工事の名称を、下請工事については下請工事の名称を記載し

てください。 

     ※登録を希望する建設工事の種類に実績が無い場合においては、この欄に「無し」と

記入してください。 

オ 工事場所のある都道府県名 

工事の施工場所のある都道府県名を記載してください。 

カ 請負代金の額（千円） 

請負代金の額について、消費税抜きの金額を記載してください。 

キ 着工年月、完成（予定）年月 

着工年月及び工事完成（予定）年月を記載してください。 

ク 工事内容 

請け負った工事の内容がわかるように、工事種別、施工延長、施工面積、構造等につ

いて簡略に記載してください。 

（例）〔土木：道路、橋梁、河川、下水道（開削・推進）等〕 

〔建築：Ｓ造、ＲＣ造、木造、解体等〕 

 

№９ 経営事項審査に添付した技術職員名簿 

※盛岡広域市町内に本社（主たる営業所）を有する方のみ提出してください。 

経営事項審査に添付した最新の技術職員名簿の写しをアップロードしてください。 
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№10 技術職員の異動が確認できる書類  

※盛岡広域市町内に本社（主たる営業所）を有する方のみ提出してください。 

総合評定値通知書の審査基準日以降、令和７年９月 30日までに新たに技術職員を雇用した

場合又は技術職員が別の資格を取得した場合は、その技術職員について、(1)及び(2)の書類を

アップロードしてください。 

(1) 建設業法第７条第２号又は第15条第２号のいずれかに該当することを証する免状等の 

写し 

(2) 雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていることを証する書面の写し 

（例）健康保険被保険者証等の写し（保険者番号及び被保険者記号・番号は黒塗り等さ 

れたもの）   ※経営事項審査に添付した技術職員名簿と技術職員の異動が確認できる書類の

提出がある 

場合は、アップロード枠が同一となりますので、１つのファイルにまとめてアップロード 

してください。 

 

 

(2) 個別書類（盛岡市） 

№１ 資格取得の取組が確認できる書類 

 令和６年４月１日～令和７年９月 30日までの間に監理技術者又は主任技術者になりうる資

格を新たに取得した職員がいる場合又は資格を有している者を新たに常時雇用した場合は、

新規に資格を取得したことが確認できる書類又は令和６年４月１日～令和７年９月 30日まで

の間に採用し、令和７年９月 30日まで継続して常時雇用していることを証する書類（被保険

者記号・番号等がマスキングされた健康保険被保険者証の写し等）とする。なお、工種は問わ

ない。 

※該当する者が３名を超える場合は、３名分のみ提出してください。 

※任意提出項目です。会社の規定等により対象者の氏名等を提出書類に掲載できない場合

には、提出は不要です。 

 

№２ 道路除排雪業務活動の状況が確認できる書類 

   令和５年度又は令和６年度において、次に掲げる活動を行った場合は、関係書類を提出し

てください。 

 ア 盛岡市管理道路（農道及び林道含む）の除排雪業務（融雪剤散布を含む。）の受注 

     盛岡市管理道路（農道及び林道含む）の除排雪業務委託を受注している場合に該当と

なります。該当する方は、受注したことが確認できる書類（契約書の写し）を提出してく

ださい。 

 イ 国・県・市町村道（盛岡市管理道路を除く）等の除排雪業務（融雪剤散布を含む。）の

受注 

     盛岡市内に本社を有する方は、国・県・市町村から業務委託を受注している場合に、ま

た、盛岡市内に本社を有しない方は、盛岡市内に係る国・県・市町村からの業務委託を受

注している場合に該当となります。該当する方は、受注したことが確認できる書類（国・

県・市町村との契約書の写し）を提出してください。 
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   ウ 盛岡市内の市道の除排雪業務（融雪剤散布を含む。）の奉仕活動 

     盛岡市内の市道、農道、林道の除排雪業務の奉仕活動を自主的に行った場合は、実施し

たことが確認できる書類（日付入の写真及び実施箇所を図示したもの 等）を提出してく

ださい。 

       （例）下太田地内の道路の除排雪作業を行った。 

     ※県道・国道・敷地など盛岡市道以外の除排雪業務は対象外です。    

 

№３ 消防団員の常時雇用状況が確認できる書類 

ア 令和７年９月 30日現在において、盛岡市消防団の団員に任命されている者を雇用して

いる場合は、雇用状況を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し）を提出してくださ

い。なお、該当する者が４名を超える場合は、４名分のみ提出してください。 

   イ 対象者には、当該企業の経営者、役員等を含みます。 

   ウ 消防団員には、団長、副団長、分団長等を含みます。 

 

№４ 保護観察対象者等の雇用に協力雇用主としての登録が確認できる書類 

令和７年９月 30日現在において、保護観察対象者等の協力雇用主として保護観察所に登録

している場合は、保護観察所が発行する証明書の写し（最新のもの）を提出してください。 

 

№５ 子育て支援状況等が確認できる書類 

令和７年９月30日現在において、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）又

は女性活躍推進法（平成27年法律第64号）による一般事業主行動計画を策定している場合

は、一般事業主行動計画・変更届の写し(都道府県労働局の受付印のあるもの)を提出してく

ださい。 

プラチナくるみんの認定を受けている場合には、両立支援のひろば（ホームページ）に掲

載している企業詳細データの写しを提出してください。 

 

№６ 災害対応活動の状況が確認できる書類・緊急修繕業務の実績が確認できる書類 

次のア、イに該当する場合は、それぞれ関係書類を提出してください。 

ア 災害協定を締結している場合 

令和７年９月 30日現在において、盛岡市と「災害時における応急対策業務に関する協定」

又は盛岡市上下水道局と「災害応急復旧工事等に関する協定」を締結している場合は、協定

を締結している各組合理事長が発行する証明書又はその写しを添えて提出してください。 

イ 令和５年度又は令和６年度において、盛岡市又は盛岡市上下水道局が発注した次のい

ずれかの受注実績（下請を含む。）がある場合は、受注したことが確認できる書類（契約書

の写し、仕様書等）を提出してください。 

    (ｱ) 災害復旧関係の工事等 

    (ｲ) 公共土木施設又は建築物に係る緊急修繕業務 
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  ●緊急修繕の定義 

  【定義】 

    緊急修繕業務とは、早急に対応しなければ市民や職員等の生活や安全に支障をきたす恐

れがある作業のうち、管理者から修繕の依頼を受けて速やかに着手する必要があるもの（た

だし災害に該当しないもの）を対象とします。 

  【留意事項】 

   ・緊急的に行われた点検や定期的に行われている補償業務は対象になりません。 

   ・元請の実績については、業務期間及び業務内容がわかる契約書や実績報告書等の写し 

   ・下請の実績については、管理者が発注した業務の下請契約であることが具体的に挙証で

きる資料 

  【対象となる例】 

   ・落石による道路損害の修繕作業 

   ・老朽化による水道管破裂事故への対処・修繕 

   ・事故による停電復旧作業への従事 

 

※№１から№６は、アップロード枠が同一となりますので、複数提出する場合は１つのファイ

ルにまとめてアップロードしてください。 
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(3) 個別書類（八幡平市、岩手町） 

№１、№２ 舗装施工管理技術者調書【様式第５号】及び 

舗装施工管理技術者に関する資格者証の写し       【記載例：65 頁】 

八幡平市又は岩手町で舗装工事を希望する場合は、必ず提出してください。また、記載した

技術者の舗装施工管理技術者証の写しを添付してください。なお、「級種」欄は、１級舗装施

工管理技術者は「１級」、２級舗装施工管理技術者は「２級」と記入してください。 

※八幡平市及び岩手町では、当該書類が提出されない場合、舗装工事の登録はできません。 

 

№３ 給水装置工事主任技術者資格者証の写し 

岩手町で給水装置工事を希望する方は提出してください。 

 

№４ 浄化槽設備士資格者証の写し 

岩手町で浄化槽工事を希望する方は提出してください。 

 

※№１と№２、№３と№４は、それぞれアップロード枠が同一となりますので、１つのファ

イルにまとめてアップロードしてください。 
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5.3 様式記載例 

 

・様式第２号 委任状 ※代表者が継続的に契約権限を委任する場合、提出してください。 

※作成・押印後は、受付システムの「添付ファイル」欄にアップロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任する市町に「○（マル）」を記入してください。 

※複数の市町に申請する場合であっても、受任者 

が同一の場合は１通作成してください。 

※申請する市町により受任者を設定する場合は、

受任者ごとに作成してください。 

 

工事は様式第２号であること。 

委任者の所在地、商号又は名称、代表者役職名、代表者氏名は 

受付システムの入力内容と完全一致するように記入してください。 

※現在事項証明書の所在地が、実際に営業している所在地 

（主たる営業所）と異なる場合、所在地欄には「主たる営業所」の 

所在地を記入してください。 

 

受任者の所在地、支店名等

（営業所名）、役職名、氏名

は、受付システムの入力内容

と一致するように記入してくだ

さい。 

提出日（令和７年１０月１日～令和７年１０月３１日

の期間内の日付に限ります。）を記入してくださ

い。 
建設工事の申請書であることを

確認してください。 

 
支
店 

長
印 

印鑑証明書と同じ印を押印

してください。 

 代
表
取 

締
役
印 

会社印ではなく、契約時に使用する受任者の 

個人印（支店長印、営業所長印、名字のみ等）

を押印してください。 
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・様式第４号 工事経歴書   

※全ての申請者で必須となる書類です。 

※作成後は、PDFに変換し、受付システムの「添付ファイル」欄にアップロードしてくださ

い。 

 

 

 

  

登録を希望する建設工事の種類ごとに作

成をしてください。 

元請工事については発注者の

名称を、下請工事については

直接注文した元請負人の商号

または名称を記載してくださ

い。 

請け負った工事の内容がわかるように、

工事種別、施工延長、施工面積、構造等

について簡略に記載してください。 

（例） 

〔土木：道路、橋梁、河川、下水道（開削・

推進）等〕 

〔建築：Ｓ造、ＲＣ造、木造、解体等〕 

商号又は名称は、登記簿の商号と完

全一致するよう記入してください。 
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・様式第５号 舗装施工管理技術者調書   

八幡平市又は岩手町に「舗装工事」を希望する場合は必ず提出してください。八幡平市及び岩

手町では、当該書類が提出されない場合、「舗装工事」の登録はできません。 

 

 

 

 

  

級種欄には、 

1級舗装施工管理技術者は「１級」、 

２級舗装施工管理技術者は「２級」 

と記載してください。 

商号又は名称は、登記簿の商号と完

全一致するよう記入してください。 
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・様式第６号 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約 

 ※加入義務がない方のみ、該当する部分をチェックし、提出してください。 

※作成後は、PDFに変換し、受付システムの「添付ファイル」欄にアップロードしてくださ

い。 

 

 

 

 

所在地（住所）、商号又は名称、代表者役職名、代表者氏名

は、様式第１号と完全一致するように記入してください。 

※現在事項証明書の所在地が、主たる営業所と異なる場

合、所在地欄には「主たる営業所」の所在地を記入してくださ

い。 

 

該当する部分をチェックしてください。 

提出日（令和７年１０月１日～令和７年１０月３１日の

期間内の日付に限ります。）を記入してください。 


